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建 設 産 業 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に伴う 

下請契約及び下請代金支払の適正化の徹底について（通知） 

 

 広島県の建設行政の推進については，日ごろから御協力をいただき，厚くお礼を申し上げま

す。 

 さて，下請契約・下請代金支払いの適正化については，かねてから元請業者に対する指導を

お願いしていますが，この度の感染拡大防止対策としての建設工事の一時中止・延期や，生産・

流通活動の停滞による資材の納入遅れ等の影響に関して，経営基盤の脆弱な中小企業が多数を

占める下請建設企業に対する配慮が必要です。 

 ついては，貴団体におかれましても，会員の建設業者に対してこの通知内容を周知し，指導

してください。 

 

担当 建設業グループ 

電話 (082)513-3822（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

                          

  


































